
独立行政法人国際観光振興機構（法人番号4010005006896）の役職員の報酬・給与等について

Ⅰ 役員報酬等について

1　役員報酬についての基本方針に関する事項

理事長

理事

監事

２　役員の報酬等の支給状況

平成３０年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

19,452 12,204 5,448
1,800 （特別調整手当） 4月1日

千円 千円 千円 千円

15,052 9,324 4,215
1,368

145
（特別調整手当）

（通勤手当） 3月31日 ※

千円 千円 千円 千円

15,223 9,324 4,215
1,368

316
（特別調整手当）

（通勤手当）
B理事

就任・退任の状況役名 前職

　・監　事　 ：　本俸（713,000円）、特別調整手当（114,080円）

理事長

その他（内容）

  ②  平成３０年度における役員報酬についての業績反映のさせ方（業績給の仕組み及び導入
実績を含む。）

　③ 役員報酬基準の内容及び平成３０年度における改定内容

　・理事長　：　本俸（1,050,000円）、特別調整手当（168,000円）

　・理　事　 ：　本俸（777,000円）、特別調整手当（124,320円）

　前項の規定による特別手当の額は、独立行政法人通則法第32条第１項の規定による国土交通大臣が
行う業務の実績に関する評価の結果を勘案し、理事長が、常勤役員の職務実績に応じ、期末特別手当
の額を増額し、又は減額することができることとしている。
　ただし、増額する場合においては、各人の増額分は100分の10の範囲内とし、かつ、常勤役員の報酬
に係る機構の各年度の予算額を超えないものとしている。

　　理事長、理事、監事の役員報酬は、月額報酬及び期末特別手当から構成されている。月
額報酬については、独立行政法人国際観光振興機構役員報酬規程に則り、役員の職位に応
じて以下の記載どおり、本俸に特別調整手当を加算して算出している。期末特別手当につい
ても同規程に則り、期末特別手当基準額（（本俸+特別調整手当）+本俸×100分の25+（本俸+
特別調整手当）×100分の20）に、6月に支給する場合においては100分の157.5、12月に支給
する場合においては100分の172.5を乗じ、さらに、基準日以前6ヶ月以内の期間におけるその
者の在職期間に応じた割合を乗じて得た額としている。
　なお、平成30年度では「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律（平成
30年法律第82号）」の指定職俸給表の適用を受ける職員の改定に準拠した期末特別手当支
給率の引上げ（年間3.35月分）を実施した他、本俸及び特別調整手当の改定を行った。

A理事

  ①  役員報酬の支給水準の設定についての考え方

非常勤監事の役員報酬は、非常勤役員手当のみである。非常勤役員手当月額については、
独立行政法人国際観光振興機構役員報酬規程に則り、233,000円としている。期末特別手当
については支給をしていない。

　監事
（非常勤）

　当法人は、海外21ヶ所に事務所を設置し、海外における観光宣伝、外国人観光旅客に対する観光案
内その他外国人観光旅客の来訪の促進に必要な業務を担っている国際業務型の法人である。その業
務内容に鑑み、役員報酬水準については独立行政法人通則法（以下「通則法」という）第50条の2第3項
の規定の趣旨を踏まえ、当法人の業務の実績を考慮し、役員の職責に応じた国家公務員の指定職俸給
を参考に設定している。

事務次官年間報酬額・・・・23,374,000円（人事院「給与勧告の仕組みと本年の勧告のポイント」における
平成30年度勧告後の報酬額）



千円 千円 千円 千円

14,998 9,324 4,215
1,368

91
（特別調整手当）

（通勤手当） ◇

千円 千円 千円 千円

15,062 9,324 4,215
1,368

155
（特別調整手当）

（通勤手当） ◇

千円 千円 千円 千円

4,984 2,852 1,790
342 （特別調整手当） 7月31日

千円 千円 千円 千円

8,880 5,704 2,078
913
185

（特別調整手当）
（通勤手当） 8月1日

千円 千円 千円 千円

2,860 2,796 0
64 （通勤手当）

注１：「その他」欄には手当等が支給されている場合は、例えば通勤手当の総額を記入する。
注２：「前職」欄には、役員の前職の種類別に以下の記号を付す。
　　　 退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後
       独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄
注３：特別調整手当は、国家公務員の地域手当に準じた手当であり、本俸に100分の16を乗じて
　　　得た額を支給している。
注４：端数処理の関係から総額と内訳の計が一致しない場合がある。

３　役員の報酬水準の妥当性について
【法人の検証結果】

理事長

理事

監事
監事

（非常勤）

【主務大臣の検証結果】

４　役員の退職手当の支給状況（平成３０年度中に退職手当を支給された退職者の状況）
区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

理事長 9,313 6 6 H30.3.31 1.2

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職
千円 年 月

監事 1,865 2 1 H30.7.31 1.0（仮）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職
千円 年 月

理事 3,902 4 0 H31.3.31 1.0（仮） ※

注１：「前職」欄には、退職者の役員時の前職の種類別に以下の記号を付す。
　　　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、該当がない場合は空欄。　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後

　独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄
注２：理事長については、既に仮の業績勘案率により算出した額（7,761千円（平成29年度））を仮支給して
　　　いたが、当該役員が在職した期間の業績勘案率が決定したことにより確定した退職手当の総額である。
注３：監事の支給額は、当該役員が在籍した期間の業績勘案率が決定されていないため、「暫定
　　　的な業績勘案率（1.0）」により算出している。

法人での在職期間

C監事
（非常勤）

　当法人は、海外における観光宣伝、外国人観光旅客に対する観光案内その他外国人観光
旅客の来訪の促進に必要な業務を担っており、その業務内容に鑑みれば、Ⅰ-１-①で示され
た役員報酬水準の設定の考え方は、国家公務員給与及び類似の法人の動向を踏まえて定め
られており、適当である。
　また、Ⅰ-２の報酬実績は報酬水準の設定の考え方に即しており、法人の実績評価結果に鑑
みても、法人の検証結果は適当である。

A監事

C理事

D理事

B監事

法人での在職期間

法人での在職期間

　当法人は、海外における観光宣伝、外国人観光旅客に対する観光案内その他外国人観光
旅客の来訪の促進に必要な業務を担っており、平成29年度の業務実績に関する評価におい
て、中期目標達成に向けて効率的な組織運営が行われ、全般的に高い成果を上げたとの評
価（過半数の項目においてＡ以上の評価）も得ている。また、報酬水準については、Ⅰ-１-①
で記載したとおり、国家公務員給与及び類似の法人の動向を踏まえ定めている。２の結果は①
の考え方を踏まえて、｢平成30年度人事院勧告資料 3役員報酬関係｣による民間企業の役員
報酬と比較して低くなっており、加えて事務次官の報酬の範囲内での報酬実績となっているこ
とからも妥当であると考える。



注４：理事の支給額は、当該役員が在籍した期間の業績勘案率が決定されていないため、「暫定
　　　的な業績勘案率（1.0）」により算出している。

５　退職手当の水準の妥当性について
【主務大臣の判断理由等】

区分

理事長

６　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

　主務大臣が行う業績評価の結果を参考にして、常勤役員の職務実績に応じ、期末特別手当の額を増
額し、又は減額することができ、引続き業績評価の結果を反映した制度を継続したいと考えている。

判断理由

注：「判断理由」欄には、法人の業績、担当業務の業績及び個人的な業績の検討結果を含め、業績勘案
率及び退職手当支給額の決定に到った理由等を具体的に記入する。

「独立行政法人の役員の退職金にかかる業績勘案率の算定ルールについて」(平成２７年５月２５総務
大臣決定)等に基づき算出されており、適当である。
 なお、業績勘案率は法人の業績と個人的な業績を踏まえて、「1.2」と決定した。



Ⅱ 職員給与について
１　職員給与についての基本方針に関する事項

　③　 給与制度の内容及び平成３０年度における主な改定内容

２　職員給与の支給状況

　①　職種別支給状況

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

88 38.6 6,581 4,818 147 1,763
人 歳 千円 千円 千円 千円

88 38.6 6,581 4,818 147 1,763

人 歳 千円 千円 千円 千円

39 40.7 12,399 11,065 0 1,334

人 歳 千円 千円 千円 千円

7 54.5 3,061 3,061 204 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

7 54.5 3,061 3,061 204 0

　②　職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方（業績給
　　の仕組み及び導入実績を含む。）

常勤職員

うち賞与平均年齢

民間出向者

　独立行政法人国際観光振興機構職員給与規程に則り、基本給（本俸及び扶養手当）及び諸手当（職
務手当、特別都市手当、住居手当、超過勤務手当、宿日直手当、管理職特別勤務手当、期末手当、勤
勉手当、通勤手当及び単身赴任手当）を支給している。また、海外に勤務する職員については、独立行
政法人国際観光振興機構在外職員給与規程に則り、本俸、扶養手当、在勤手当（在勤基本手当、配偶
者手当、住居手当、子女教育手当）、期末手当及び勤勉手当を支給している。

　①　職員給与の支給水準の設定等についての考え方

在外職員

任期付職員

事務・技術

区分

事務・技術

うち所定内
平成３０年度の年間給与額（平均）

総額
人員

　期末手当については、基礎額（（本俸+扶養手当+特別都市手当）+（本俸×管理職加算率）+（（本俸+
特別都市手当）×職務加算率））に6月支給する場合は100分の122.5（1等級、2等級職員は100分の
102.5）、12月に支給する場合は100分の137.5（1等級、2等級の職員は100分の117.5）を乗じ、さらに基
準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間に応じた割合を乗じて得た額としている。

　勤勉手当については、基礎額（（本俸+扶養手当+特別都市手当）+（本俸×管理職加算率）+（（本俸+
特別都市手当）×職務加算率））にその者の基準日以前における直近の業績評価の結果に応じた割合
及び基準日以前６か月以内の期間における勤務期間の応じた割合を乗じて得た額としている。

　当法人は、海外21ヶ所に事務所を設置し、海外における観光宣伝、外国人観光旅客に対する観光案
内その他外国人観光旅客の来訪の促進に必要な業務を担っている国際業務型の法人である。その業
務の内容に鑑み、職員の給与水準の検討するにあたっては、通則法第50条の10第3項の規定の趣旨を
踏まえ、当法人の業務の実績を考慮し、職員の職務特性及び雇用形態等を考慮し、国家公務員の職
員の給与を参考としている。

国家公務員・・・・平成30年度国家公務員給与実態調査の結果、国家公務員のうち行政職俸給表（一）
の平均給与月額は410,940円、全国家公務員の平均給与月額は417,230円となっている。

　職員の能力､実績を適正に評価する人事評価制度を導入し､昇給・昇格及び勤勉手当の支給に際し
て職員の勤務成績等を考慮することとしており、引続き人事評価の結果を反映した制度を継続したいと
考えている。

　なお、平成30年度は給与法の改定（行政職俸給表（一））に伴い、①俸給表の引き上げ、②勤勉手当
支給率を引上げ（年間平均支給月4.45月（従来は4.40月、＋0.05月））、また、平成26年の人事院勧告
を踏まえた措置として、特別都市手当（国家公務員の地域手当に相当）を12％から14％へ改定した。



人 歳 千円 千円 千円 千円

1 - - - - -
人 歳 千円 千円 千円 千円

1 - - - - -

人 歳 千円 千円 千円 千円

4 44.0 3,429 2,790 184 639
人 歳 千円 千円 千円 千円

4 44.0 3,429 2,790 184 639

注１：常勤職員については、在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。
注2：常勤職員の表中の研究職種、医療職種及び教育職種は該当者がいないため記載を省略している。
注3：任期付職員の表中の研究職種、医療職種及び教育職種は該当者がいないため記載を省略している。
注4：再任用職員の表中の研究職種、医療職種及び教育職種は該当者がいないため記載を省略している。
注5：再任用職員については、該当者が1人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれがあることから、

　 人数以外は記載していない。
注6：非常勤職員の表中の研究職種、医療職種及び教育職種は該当者がいないため記載を省略している。

非常勤職員

事務・技術

事務・技術

再任用職員



②

③

（事務・技術職員）

平均
人 歳 千円

人員

・部長、次長
（本部部長相当職）

10,940

・マネージャー代理、スペシャリスト
22

年齢別年間給与の分布状況（事務・技術職員）
〔在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。以下、④まで同じ。〕

平均年齢

代表的職位

　　スペシャリスト｣、｢本部係長｣を「シニア・アシスタント・マネージャー」及び「本部主任」を「アシスタント・

　　マネージャー」としてそれぞれ代表的職位として掲げた。

52.6 11,702～10,119

・マネージャー、ｼﾆｱ･ｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ

8

9 46.4

20 37.1 5,509

職位別年間給与の分布状況（事務・技術職員）

分布状況を示すグループ

千円

年間給与額

最高～最低

（本部係長相当職）

27.8 4,396

8,321～6,18645.9 7,246
（本部課長補佐相当職）

5,096～3,867

注: 分布状況を示すｸﾞﾙｰﾌﾟでは､本部課長相当職が置かれていないため､原則として｢本部課長｣を

     掲げるところ､代わりに｢ﾏﾈｰｼﾞｬｰ､ｼﾆｱ･ｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ｣を､同様に｢本部課長補佐｣を｢マネージャー代理、

・シニア・アシスタント・マネージャー

・アシスタント・マネージャー

6,452～4,671

注１：①の年間給与額から通勤手当を除いた状況である。以下、④まで同じ。
注2：56-59歳の該当者はそれぞれ4人以下であるため、第１・第３四分位折れ線を表示
　 　していない。

（本部主任相当職）
29

9,075
（本部課長相当職）

10,614～8,212
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２０－２３

歳

２４－２７

歳

２８－３１

歳

３２－３５

歳

３６－３９

歳

４０－４３

歳

４４－４７

歳

４８－５１

歳

５２－５５

歳

５６－５９

歳

人数

平均給与額

第３四分位

第１四分位

国の平均給与額

年間給与の分布状況（事務・技術職員）

千

人
千円



④

夏季（６月） 冬季（１２月） 計
％ ％ ％

51.5 53.9 52.8

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 48.5 46.1 47.2

％ ％ ％

         最高～最低 53.8～41.5 51.2～40.1 52.5～40.8

％ ％ ％

57.0 58.8 58.0

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 43.0 41.2 42.0

％ ％ ％

         最高～最低 44.6～41.5 42.7～40.1 43.6～40.8

３　給与水準の妥当性の検証等

○事務・技術職員

107.8

95.3

104.9

92.8

対国家公務員
指数の状況

【支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合】

　給与水準の妥当性の
　検証

【大卒以上の高学歴者割合】

【地域・学歴を勘案した影響】
年齢のみを勘案した対国家公務員指数と比べると100を越えており、給与水準
は高くなっている。これは、当法人の職員の約9割が高学歴（大卒又は大学院
修了）の者で構成され、また、当法人の事務所は、東京都特別区に所在し、地
方組織がないことが要因である。

　国に比べて給与水準が
　高くなっている理由

一律支給分（期末相当）

・年齢・学歴勘案　　　　　　　　○○○．○

賞与（平成３０年度）における査定部分の比率（事務・技術職員）

項目

一般
職員

18.5%（平成31年4月1日現在）
国の管理職割合は16.5%（平成30年国家公務員給与等実態調査結果におけ
る行政職（一）6級以上の割合）

管理
職員

区分

・年齢勘案　　　　　　　　　　　　１１０．８

・年齢・地域勘案　　　　　　　　１１０．８

一律支給分（期末相当）

94.8%（平成31年4月1日現在）
国の大卒以上の学歴者（行政職（一）適用者）の割合は57.4%（平成30年国家
公務員給与等実態調査）

累積欠損額　0円（平成29年度決算）

・年齢・地域・学歴勘案　　　　○○○．○

内容

支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合94.2%
（国からの財政支出額13,000百万円、支出予算の総額13,803百万円：平成30
年度予算）

8.37％（支出総額：18,747百万円、報酬等支給総額：1,569百万円：平成29年
度決算）

【支出総額に占める給与・報酬等支給総額の割合】

【管理職の割合】

【累積欠損額について】



４　モデル給与
〇２２歳（大卒初任給、独身）

〇３５歳（シニア・アシスタント・マネージャー、配偶者・子１人）

〇４５歳（マネージャー、配偶者・子２人）

５　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

Ⅲ　総人件費について

平成30年度

千円

(A)
千円

(Ｂ)
千円

(Ｃ)
千円

(D)
千円

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

　 当法人は、海外における観光宣伝、外国人観光旅客に対する観光案内そ
の他外国人観光旅客の来訪の促進に必要な業務を担っており、その給与水
準については、Ⅱ-１-①で記載したとおり、国家公務員の給与を考慮している
が、Ⅱ-２の結果はⅡ-１-①の考え方に即した給与実績となっており、地域・学
歴を勘案した場合、国家公務員の給与水準を下回っていることからも、適正な
給与水準となっており妥当である。

（主務大臣の検証結果）

　当法人は、海外における観光宣伝、外国人観光旅客に対する観光案内そ
の他外国人観光旅客の来訪の促進に必要な業務を担っており、その業務内
容に鑑みれば、Ⅱ-１-①で示された給与水準の考え方は、国家公務員給与を
踏まえて定められており、適当である。
　また、Ⅱ-２の給与実績は報酬水準の設定の考え方に即しており、法人の検
証結果は適当であると考える。

（法人の検証結果）

77,876

講ずる措置

引き続き、国に準じて適正な給与水準の維持が図られるよう取り組む。

　職員の能力、実績を適正に評価する人事評価制度を導入し、昇給・昇格及び
勤勉手当の支給に際して職務成績等を考慮しており、今後も継続していく方針
である。

区　　分

　月額　227,202円　　年間給与　3,737,470円

　月額　368,448円　　年間給与　6,060,968円

給与、報酬等支給総額

　月額　567,138円　　年間給与　9,419,469円

2,189,748
最広義人件費

1,787,421

【検証結果】

非常勤役職員等給与

38,450

286,001

退職手当支給額

福利厚生費

注：中期目標管理法人及び国立研究開発法人については中期目標期間又は中長期目標
　　 期間の開始年度分から当年度分までを記載する。行政執行法人については当年度分を
　　 記載する。



総人件費について参考となる事項

【役員】

【職員】

Ⅳ　その他

・「給与、報酬等支給総額」の増（対前年度218,441千円）、「最広義人件費」の増（対前年度234,240千
円）、これらの主な要因としては、業務量増に伴う体制強化及び国家公務員の給与見直しに関連し実施し
た本俸、勤勉手当の支給率の引き上げによるもの。

①俸給表（適用年月日：平成30年4月1日）

特になし

②勤勉手当（適用年月日：平成30年12月1日）

　国家公務員一般職の引上げに準じて、平成30年12月期以降の平均支給割合を引き上げた。なお、改定
後の賞与の年間平均支給月数は、4.45月（従来は4.40月、＋0.05月）。

①期末特別手当（適用年月日：平成30年12月1日）

　国家公務員指定職の勤勉手当は、国家公務員行政職（一）と同様に支給月数を引き上げることから、12
月期以降の支給割合を引き上げた。なお、改定後の賞与の年間平均支給月数は、3.35月（従来は3.30
月、＋0.05月）。

＜職員給与＞

　各等級・号俸に相当する、国家公務員行政職（一）の俸給月額に適用される改定率を適用し、俸給表の
改定を行った。

＜役員報酬＞

・「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律（平成30年法律第82号）」の施行に伴い、
以下の改正を行った。


